
令和７年（２０２５年）５月 

奨 学 金 通 信（No.2） 
☆応募される場合は要項等の書類を早めに受け取り、校内締切日までに応募・提出してください。 

☆この奨学金は《貸与型奨学金（返還義務あり）》です。 

熊本県育英資金（在学募集） 
【申請の資格】次の各項のすべてに該当する者 

  ① 生計の主たる維持者が熊本県内に居住していること 

  ② 高等学校に在籍する生徒であって、育英資金の貸与が必要であると認められること 

  ③ 家計状況が、次のアからウのいずれかに該当すること 

   ア 申請者の属する世帯が生活保護法に基づく保護を受けている場合 

   イ 申請者の属する世帯で収入のある者全員が、地方税法の規定により市町村民税が非課税 

又は減免になっている場合 

   ウ 申請者の属する世帯の所得合計が、生活保護法における基準額の２倍以下の場合 

  ④地方公共団体、公益法人、学校法人等から現に学資の貸与を受けていないこと 

  ⑤貸与した育英資金の返還が確実と認められること 

【貸与月額】（自 宅）１８，０００円、１３，０００円、８，０００円から選択 

      （自宅外）２３，０００円、１８，０００円、１３，０００円から選択 

【貸与期間】在学する学校の正規の修業期間（高等学校全日制の場合３年間） 

【校内締切】６月６日（金）１６：００ 

熊本県育英資金（緊急貸与） 
【申請資格】次の各項のすべてに該当する者 

  ①生計の主たる維持者の解雇、病気又は風水害等により家計急変し、その事由が発生した時から１

年以内であること 

  ②生計の主たる維持者が熊本県内に居住していること 

  ③高等学校に在籍する生徒であって、育英資金の貸与が必要であると認められること 

  ④各世帯の家計状況が、次のアからウのいずれかに該当すること 

   ア 申請者の属する世帯が生活保護法に基づく保護を受けている場合。 

   イ 申請者の属する世帯で収入のある者全員が、地方税法の規定により市町村民税が非課税 

又は減免になっている場合 

   ウ 申請者の属する世帯の所得合計が、生活保護法における基準額の２倍以下の場合 

  ⑤地方公共団体、公益法人、学校法人等から現に学資の貸与を受けていないこと 

  ⑥貸与した育英資金の返還が確実と認められること 

【貸与金額】（自 宅）月額８，０００円、１３，０００円、１８，０００円から選択 

      （自宅外）月額１３，０００円、１８，０００円、２３，０００円から選択 

【貸与期間】 

①貸与開始日は、申請日の属する月からとします 

  ②貸与期間は、原則として上記貸与開始月から採用年度の年度末までとします 

ただし、その年度末において家計急変の事由発生後１年以内の者については、指定の書類提出に

より、翌年度末まで延長が可能 

【募集期間】年間を通じて随時 

申込希望者に関係書類を渡して、説明をします。申込み希望やご不明な点がありましたら、 

早めに担当者（國
くに

武
たけ

） 御船高校 ０９６－２８２－００５６ にお尋ねください。 


